
研修内容はホームページ上でもご覧いただきます。http://www.zenkoubun.jp/（社）全国公立文化施設協会  

（別添 1） 

 

平成 23 年度文化庁委託事業 

「全国劇場・音楽堂等アートマネジメント研修会２０１２」実施要領 

（研修生） 
 

 

1 趣 旨  劇場・音楽堂等の管理・運営・事業に携わる館長等の施設経営者・中堅職員及び行政の文化

芸術施設担当者等を対象として、アートマネジメントに関する研修会を実施し、地域における芸

術文化活動振興の拠点としての劇場・音楽堂等の円滑な運営に資する。 

 

2 主 催  文化庁・社団法人 全国公立文化施設協会 

 

3 開催期間  平成 24年 2 月 15日（水）・16 日（木）・17 日（金） 

 

4 会 場   国立オリンピック記念青少年総合センター （東京都渋谷区代々木神園町 3-1） 

 

5 日程及び内容  別添２ ・ 別紙チラシ参照 

 

6 受講対象者  劇場・音楽堂等の管理・運営・事業に携わる館長等の施設経営者・中堅職員及び地方 

自治体の文化芸術振興行政担当者等。 

 

7 受講者の推薦  各所属長は、受講者推薦書（様式１）により、受講申込書（様式 2）を取りまとめ、 

平成 24 年 1月 10 日（火）までに直接、社団法人全国公立文化施設協会宛てに郵送する。 

 

8 受講者の決定  各所属長から推薦を受けた者（以降、研修生）は、全員受講できる。 

そのため、社団法人全国公立文化施設協会からの受講決定通知書は送付しない。 

なお、受講プログラム、内容等の確認のため、研修生は受講申込書(様式２)のコピーを 

研修会初日に総合受付で提示する事。また、各講座受付時に出席簿に毎回押印をする事。 

 

9 修了証書  研修の全日程を修了し、レポートを提出した研修生には、後日、修了証書を交付する。 

   

10  そ の 他 

⑴研修の全日程を修了した研修生は、「研修生の旅費支払基準について」（別添 3）の通り、旅費の 

補助を支給する。ただし、受領できるのは旅費支払申請書（様式 3）に根拠となる書類を添付し、 

事前に申請した場合に限る。 

⑵舞台芸術の情報交換、参加者相互の親睦を目的に交流会を行う。 

参加希望者は申込書の参加欄に○を付けること。 

  日時：2 月 16 日(木) 18:00～20:00 場所：ﾚｽﾄﾗﾝさくら(宿泊Ｄ棟 9F) 参加費：2,000 円 

 

11 連絡・申込先          社団法人 全国公立文化施設協会 

〒104-0061 東京都中央区銀座 2-10-18 東京都中小企業会館４階                              

電話：03-5565-3030 FAX ：03-5565-3050 

E-mail：culture＠zenkoubun.jp 


